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北海道COVID-19支援ナース事業実施要項 新旧対照表（案）

現行 改正後（案） 摘要

第１ 目的 第１ 目的
この要項は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコ この要項は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコ 公益社団法人北海道

ロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民 ロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民 看護協会に派遣調整
共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有する 共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有する 業務を委託すること
ことが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以 ことが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以 に伴う、文言の整理。
下「感染症」という。）に看護職員が感染したこと等（当該感染 下「感染症」という。）に看護職員が感染したこと等（当該感染
症の感染が疑われる場合を含む。）により医療機関等の看護職員 症の感染が疑われる場合を含む。）により医療機関等の看護職員
が不足した場合又は医療機関が感染症の患者の受け入れを可能 が不足した場合又は医療機関が感染症の患者の受け入れを可能
とする病床を確保するため看護職員を増員しようとする場合に、 とする病床を確保するため看護職員を増員しようとする場合に、
道が公益社団法人北海道看護協会（以下「看護協会」という。） 他の医療機関等から看護職員を派遣する事業に関し、必要な事
の協力を得て、他の医療機関等から看護職員を派遣する事業に 項を定める。
関し、必要な事項を定める。

第２（略） 第２（略）

第３ 派遣手続等 第３ 派遣手続等
１ 看護職員の支援医療機関の長は、看護協会に対し、様式１に １ 看護職員の支援医療機関の長は、本事業において派遣調整業
より登録するものとする。 務を行う公益社団法人北海道看護協会（以下「看護協会」とい

う。）に対し、様式１により登録するものとする。

２～５（略） ２～５（略）

第４～第６（略） 第４～第６（略）

附則 附則
この要項は、令和２年６月８日から施行する。 この要項は、令和２年６月８日から施行する。
この要項は、令和２年１２月１４日から施行する。（一部改正） この要項は、令和２年１２月１４日から施行する。（一部改正）
この要項は、令和３年４月１日から施行する。（一部改正） この要項は、令和３年４月１日から施行する。（一部改正）
この要項は、令和３年９月１日から施行し、８月１９日から適 この要項は、令和３年９月１日から施行し、８月１９日から適

用する。（一部改正） 用する。（一部改正）
この要項は、令和３年１１月１日から施行する。（一部改正） この要項は、令和３年１１月１日から施行する。（一部改正）
この要項は、令和４年２月４日から施行し、１月９日から適用 この要項は、令和４年２月４日から施行し、１月９日から適用

する。（一部改正） する。（一部改正）
この要項は、令和４年２月２４日から施行し、１月９日から適 この要項は、令和４年２月２４日から施行し、１月９日から適

用する。（一部改正） 用する。（一部改正）
この要項は、令和４年４月２６日から施行し、４月１日から適

用する。（一部改正）
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現行 改正後（案） 摘要

看護職員の派遣に係る経費 看護職員の派遣に係る経費

この要項第４の第１項に定める道が負担する経費については、 この要項第４の第１項に定める道が負担する経費については、
次のとおりとする。 次のとおりとする。

日額 ２交替 日額 ２交替 令和４年４月１日以
12時間勤務 12時間勤務 降、令和４年７月３

下欄以外の医療機関等 22,400円 33,600円 下欄以外の医療機関等 22,400円 33,600円 １日までの派遣に限
った特例として、高

重点医療機関 66,240円 99,360円 重点医療機関 66,240円 99,360円 齢者施設に派遣する
場合における国の上

新型コロナウイルス感 新型コロナウイルス感 限単価が設定された
染症に感染した入所者 44,160円 66,240円 染症に感染した入所者 44,160円 66,240円 ことによる改正。
に対して継続して療養 に対して継続して療養
を行う高齢者施設 を行う高齢者施設

高齢者施設(注) 66,240円 99,360円 高齢者施設(注) 66,240円 99,360円

※ ２日にわたって16時間の夜勤を行った場合は、業務従事日数は２ ※ ２日にわたって16時間の夜勤を行った場合は、業務従事日数は２日
日とする。 とする。

(注) 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施されている期間 (注) 令和４年４月１日から令和４年７月３１日までの派遣に限った特例
の派遣に限る。また、当該期間中に開始された派遣に係る謝金の単 とする。
価の額については、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が解除
された後においても、当該派遣が終了するまでの間、これを適用す
る。

様式１～２ （略） 様式１～２ （略）

様式３ （別添のとおり） 様式３ （別添のとおり） 請求書に本件責任者
・本件担当者欄を追
加し、当該欄の記載
により代表者印を省
略できることとした。


